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令和４年９月２９日亀岡市教育委員会会議録 

 

 

１ 開会  午前１０時４０分 

（開会時刻を１０分遅らせた。） 

閉会  午前１１時５７分 

 

２ 出席委員 

  神 先 宏 彰 教育長 

  北 村 真 也 教育長職務代理者 

     末 永 礼 子 委 員 

     福 嶋 百合子 委 員 

陀 安 一 郎 委 員 

秋 山 伸 夫 委 員 

 

３ 欠席委員 

     出 藏 裕 子 委 員 

 

４ 出席事務局職員 

     片 山 久仁彦 教育部長兼文化資料館長事務取扱 

     久 保 日出樹 次長兼総括指導主事 

  岡 田 康 宏 教育総務課長 

  内 藤 一 彦 学校教育課長 

樋 口 竜 次 社会教育課長 

山 﨑 浩 久 社会教育課人権教育担当課長 

岩 崎 盛 雄 歴史文化財課長 

    桂   和 裕 学校給食センター所長 

    谷   仁 志 図書館長 

    谷 口 正 二 みらい教育リサーチセンター所長 

    阿比留  綾  教育総務課副課長兼総務係長事務取扱 

 

５ 傍聴者 

なし 

 

６ 議事の大要 

（１）開会 

○教育長が開会を宣言。 
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（２）前回会議録の承認 

令和４年８月２日、８月５日、８月８日に開催した臨時会の会議録を承認

した。また、８月１６日に開催した定例会の会議録を承認した。 

 

（３）教育長からの報告 

○教育長から以下の報告があった。 

 

◎亀岡市関係 

・令和４年度教育セミナーを全教職員対象に開催し、「確かな学力」を育む

ための方策についてと題し、大阪大学の志水宏吉教授から講演をいただ

いた。 

・第２９期の文化財保護委員に委嘱状を交付し、文化財保護委員会で新規

亀岡市指定文化財の広報等について協議した。 

・亀岡市中学校・教頭・教務主任等合同研修会に出席し、開会あいさつを

した。 

・令和４年度府市行政懇談会に出席し、京都府南丹広域振興局（南丹教育

局含む）と懇談及び情報交換をした。 

・学校規模適正化に係る育親中学校ブロック協議会を開催、亀岡市立小学

校設置条例等の一部改正について説明した。 

・関西大会に出場する大成中学校吹奏楽部を激励した。後日、結果は銅賞

と報告を受けた。 

・外国語指導助手（ＡＬＴ）の新たな着任に伴い、あいさつを受けた。 

・旭町、千代川町、千歳町、西つつじケ丘の各町の地域こん談会に出席し、

市立学校の状況等について説明した。 

・校園長会議において、生徒指導の問題事象、タブレット端末の活用促進

等について指示した。また、魅力と特色ある学校づくりについて、吉川

小学校、亀岡中学校、詳徳中学校から実践発表が行われた。 

・市議会定例会９月議会が再開された。 

・全日本中学校陸上競技選手権大会に出場した詳徳中学校リレーチームか

ら５位入賞の報告を受けた。 

・第３８回亀岡市青少年健全育成「市民集会」及び令和４年度京都府青少

年すこやかフォーラムに出席した。 

・市議会定例会９月議会一般質問が行われ、教育部には１５人の議員から

４２の質問がなされ答弁した。 

・令和４年度亀岡市戦没者追悼式に参列した。 

・石田梅岩先生墓前祭に参列した。 

・第１回亀岡学校教育研究会に出席し、あいさつした。 

・市議会定例会９月議会に提案していた条例改正案、補正予算案他全議案

が可決され、休会した。 
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◎国・府等の関係 

・令和４年８月管内教育長会議に出席し、新型コロナウイルス第７波に関

する状況、今後の対策等について情報交換した。 

・京都府教育委員会との令和４年度懇談会に出席し、部活動の地域移行や

教職員の働き方改革等について京都府教育長と協議した。 

 

（４）議 事 

議案番号 件   名 

第 ９ 号議案 
亀岡市教育委員会基本規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

第１０号議案 
児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則の一部を改正

する規則の制定について 

第１１号議案 
亀岡市立図書館運営規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて 

○第９号議案について教育総務課長が議案説明を行った。 

第９号議案は、育親中学校ブロックの学校規模適正化について、本梅小学

校、畑野小学校、青野小学校、育親中学校を閉校し、育親学園を義務教育学

校として設置することに伴い、令和４年９月議会に提案していた「亀岡市立

小学校設置条例等の一部を改正する条例について」令和４年９月２８日に議

会で可決いただき、令和４年９月２９日に公布された。これを受け、「亀岡市

教育委員会基本規則」の中に規定する小中学校から本梅小学校、畑野小学校、

青野小学校、育親中学校を削除し、義務教育学校に育親学園を加えるもので

ある。条例の施行日である令和６年４月１日に併せて施行しようとするもの

である。 

○第１０号議案について学校教育課長が議案説明を行った。 

第１０号議案は、第９号議案と同様、「亀岡市立小学校設置条例等の一部を

改正する条例」が令和４年９月２８日に議会で可決され、令和４年９月２９日

に公布されたことを受け、「児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則」で

定める本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町の各町全域の児童生徒の通学先につ

いて、本梅小学校、畑野小学校、青野小学校、育親中学校を削除し、新たに義

務教育学校として育親学園を追加し、本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町の各

町全域の児童生徒の通学先とするものである。条例の施行日である令和６年４

月１日に併せて施行しようとするものである。 

○第１１号議案について図書館長が議案説明を行った。 

第１１号議案は、図書館カードの申込書から、性別記載欄を削除するもので

ある。利用登録者の性別は、図書館統計の必須項目でなく、京都府立図書館な

どでも性別情報が収集されていないこと、また、本市の「各種様式における性
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別記載についてのガイドライン」においても、ＬＧＢＴＱ＋の方々に配慮し、

業務上必要な場合を除き、性別記載欄を設けないとされていることから、今回

の改正を行うものである。なお、施行日は、令和４年１０月１日とするもので

ある。 

第９号議案、第１０号議案、第１１号議案について、原案どおり承認した。 

 

（５）報告事項 

①亀岡市共同学校事務室運営規程の一部を改正する訓令について 

②市町村教育長・教育委員研究協議会について 

③学校規模適正化について 

④へき地学校等スクールバス運行規程の一部を改正する訓令について 

⑤亀岡市はたちを祝う会（仮称）に係る正式名称について 

⑥亀岡市立図書館団体貸出運営規程の一部を改正する告示について 

⑦ＡＩスマートコーチについて 

⑧令和４年度人型ロボット（pepper）活用事業の進捗状況について 

⑨令和４年度１１・１２月教職員研修講座のお知らせについて 

 

○各課長等からの報告を受けて、委員から次の質問・意見があった。 

＜市町村教育長・教育委員研究協議会について＞ 

 教 育 長  市町村教育長・教育委員研究協議会に参加した委員の皆

さまから報告をお願いしたい。 

末 永 委 員  第３分科会「地域と学校の連携・協働について」、第４

分科会「部活動のあり方について」に参加した。第４分

科会で他市町村の教育委員会の状況について確認したと

ころ、部活動の地域移行を具体的に進めていくため、準

備組織を立ち上げる段階の教育委員会が多かった。 

また、生徒の減少により１校では野球部が成立しない学 

校が２校で合同チームを結成し県大会に出場、優勝した

にも関わらず、その上位にある広域の大会には、合同チ

ームは出場できないという規定があるとの話もあり、全

国的に課題整理が必要であると感じた。 

福 嶋 委 員  末永委員と同じく第３分科会及び第４分科会に参加した。

第３分科会で地域と学校の連携・協働に関して、コミュ

ニティスクールで子どもたちの意見を尊重し、ドローン

や釣り、ネイルアートなどの活動をされている事例があ

った。 

また、部活動に関しては、教職員兼業モデルとして土日

に部活動を指導した教職員に別途手当を支給するといっ
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た取組をされている事例や、学校では出来ないスポーツ

を市の中心部で実施し、参加者に月謝を負担いただくと

いった事例もあった。部活動の地域移行に関しては国の

方針ではあるが、自治体の財政状況によって取組めるこ

との差が出るという課題も挙げられていた。 

秋 山 委 員  第２分科会「教育の情報化について」に参加した。全国

的にＩＣＴ化がほぼ完了している中で、子どもたちは柔

軟に対応できているが、指導する教職員の能力の問題が

大きな課題として挙げられていた。また、今後の端末の

維持管理に関する予算についても課題として挙げられて

いた。 

＜学校規模適正化について＞ 

 教 育 長  現別院中学校ブロックに関して、スクールバスの試走時

の保護者の意見、また、生徒同士の交流事業において何

か課題等が出ていれば報告願いたい。 

学校教育課長  スクールバスの試走に関しては、悪天候時、特に降雪時

の運行について保護者から不安の声が挙げられていた。

降雪時で学校の始業に間に合わない状況となった場合に

は、現別院中学校ブロックの生徒だけでなく、学校全体

で始業校時を遅らせることも検討すると回答した。 

また、交流事業に関しては、最初は生徒が緊張している 

様子も見受けられたが、交流を重ねる中で徐々に打ち解

けてきた様子であり、２学期においては登校時から交流

事業を開始することで、実際の南桑中学校での生活に則

した形で事業を実施していく予定である。 

北村職務代理者  現別院中学校ブロックに関し、特認校制度を利用してい

る生徒の保護者から、大きな学校に移るということに対

し不安の声や課題などは挙げられていないのか。 

 久保教育部次長  保護者説明会等でも規模が大きい南桑中学校に移ること

に関して、保護者から不安の声も挙げられていたが、先

に学校教育課長から説明があったように、個々の生徒に

よって差はあるが、交流事業を重ねることで徐々に解消

してきていると考えている。 

また、小学生に関しては、説明会において小学校間の交

流事業の実施を求める声があり、２学期には大井小学校

を除く南桑中学校ブロックの小学校が合同でサンガスタ

ジアムを見学する予定となっており、今後も交流に関し

て取組を進めていきたいと考えている。 
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＜令和４年度１１・１２月教職員研修講座のお知らせについて＞ 

 教 育 長  学校教職員の資質向上のため、様々な講座を開設してい

るが、参加者は一定の学びを得られても、その学びを他

の教職員に上手くフィードバックできていないという課

題がある。また、タブレット端末などの活用に関しても

学校間で格差が生じている。 

北村職務代理者  研修で得た知識の還元やタブレット端末等の活用に関し

て格差があるという課題については、教職員の日々の働

き方に原因があるのではないか。教職員から話を聞いて

いると日常業務に追われる中で、新しいことに取り組む

余裕がないことが一因ではないかと考えている。 

１０月３日には、教育委員と学校長との間で「教職員の 

働き方改革」に関して懇談する予定であるが、テーマが

漠然としているので、具体的な進め方や論点について事

務局から示していただきたい。 

教育総務課長  教職員の労働実態などの資料を示したうえで、総合的に

議論いただきたいと考えているが、具体的な進め方も含

めて当日までにお示しする。 

 

（５）その他 

〇オンラインで参加した北村真也教育長職務代理者及び陀安一郎委員に 

ついては、亀岡市教育委員会会議規則に基づき出席したものとみなす。 

 

（６）閉会   

   ○教育長が閉会を宣言 

以  上 
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○教育長職務代理者 

 

 

 

○委     員 

 

 

 

○委     員 

 

 

 

○委     員 

 

 

 

○委     員 

 

 

 

○教  育  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （調整者 教育総務課長           ） 


